
１
２
月
に
改
正
食
品
リ
サ
イ
ク

ル
法
が
施
行
さ
れ
ま
す
。 

  

食
品
リ
サ
イ
ク
ル
法
は
、
食
品
関
連

事
業
者
に
対
し
、
食
品
循
環
資
源
の
再

生
利
用
等
を
義
務
付
け
て
い
ま
す
。 

 

義
務
を
履
行
し
な
い
事
業
者
に
対
し
、

主
務
大
臣
の
指
導
・
助
言
が
あ
り
ま
す
。 

 

さ
ら
に
、
食
品
廃
棄
物
等
を
年
間
１

０
０
ト
ン
以
上
排
出
す
る
事
業
者
に
対

し
て
は
、
主
務
大
臣
の
勧
告
・
公
表
・

命
令
が
あ
り
、罰
則
も
適
用
さ
れ
ま
す
。 

 

今
回
、
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用

等
を
一
層
促
進
す
る
た
め
、
再
生
利
用

等
の
実
施
率
目
標
値
の
見
直
し
や
定
期

報
告
制
度
の
創
設
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ

た
改
正
食
品
リ
サ
イ
ク
ル
法
が
１
２
月

に
施
行
さ
れ
ま
す
。 

      

改
正
の
ポ
イ
ン
ト 

一 

食
品
関
連
事
業
者
が
達
成
す

べ
き
目
標
値
（
全
て
の
食
品
関
連
事

業
者
が
対
象
で
す
） 

○
食
品
関
連
事
業
者
ご
と
の
発
生
抑
制

目
標 

 
 

発
生
原
単
位
が
、

目
標
年
度
ま
で
に
主

務
大
臣
が
定
め
る
業

種
・
業
態
ご
と
の
基

準
発
生
原
単
位
を
下

回
ら
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。 

※ 

具
体
的
な
目
標
値
は
、

平
成
２
１
年
度
か
ら
行

わ
れ
る
定
期
報
告
結
果

等
を
分
析
し
、
設
定
さ

れ
ま
す
。 

 

○
食
品
関
連
事
業
者
ご
と
の
再
生
利
用

等
実
施
率
目
標 

 
 

食
品
関
連
事
業
者
の
再
生
利
用
等

実
施
率
が
、
毎
年
度
、
食
品
関
連
事

業
者
ご
と
に
設
定
さ
れ
た
当
年
度
の

基
準
実
施
率
を
上
回
ら
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
。 

 

              
増
加
ポ
イ
ン
ト
（
Ａ
） 

         

※ 

平
成
１
９
年
度
の
基
準
実
施

率
は
、
平
成
１
９
年
度
再
生
利

用
等
実
施
率
（
実
績
）
と
す
る
。 

 
 

な
お
、
平
成
１
９
年
度
再
生

利
用
等
実
施
率
が
２
０
％
未
満

の
場
合
は
、
２
０
％
と
し
て
基

準
実
施
率
を
計
算
す
る
。 

 

二 

業
種
別
の
再
生
利
用
等

の
実
施
率
目
標 

・ 

平
成
２
４
年
度
ま
で
に
、

業
種
別
に
達
成
さ
れ
る
こ
と

が
見
込
ま
れ
る
再
生
利
用
等

実
施
率
の
目
標
を
次
の
よ
う

に
定
め
て
い
ま
す
。 

        

三 

再
生
利
用
等
の
優
先
順

位
等 

・ 

再
生
利
用
等
の
優
先
順
位

は
次
の
と
お
り
に
な
り
ま
す
。 

①
発
生
抑
制
、②
再
生
利
用（
飼

料
（
優
先
）、
肥
料
、
油
脂
及

び
油
脂
製
品
、
メ
タ
ン
、
炭

化
し
て
製
造
さ
れ
る
燃
料
及
び
還
元

剤
、
エ
タ
ノ
ー
ル
）、
③
熱
回
収
（
た

だ
し
、
条
件
付
）、
④
減
量 

 

四 

定
期
報
告
の
義
務
付
け 

・ 

平
成
２
１
年
度
か
ら
、
食
品
廃
棄

物
等
を
年
間
１
０
０
ト
ン
以
上
排
出

す
る
食
品
関
連
事
業
者
に
は
、
毎
年

度
、
６
月
末
ま
で
に
、
主
務
大
臣
に

再
生
利
用
等
の
実
績
な
ど
を
報
告
す

る
義
務
付
け
が
な
さ
れ
ま
す
。 

・ 

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
チ
ェ
ー
ン
の
場

合
（
た
だ
し
、
条
件
付
）、
本
部
は
、

全
加
盟
者
分
を
ま
と
め
て
報
告
す
る

こ
と
が
必
要
で
す
。 

 

五 

リ
サ
イ
ク
ル
ル
ー
プ
の
認
定 

・ 

食
品
循
環
資
源
か
ら
製
造
さ
れ
た

肥
飼
料
等
を
利
用
し
て
生
産
さ
れ
た

農
畜
水
産
物
等
を
、
食
品
関
連
事
業

者
が
使
用
す
る
計
画
（
リ
サ
イ
ク
ル

ル
ー
プ
）
を
作
成
し
、
主
務
大
臣
の

認
定
を
受
け
た
場
合
、
食
品
循
環
資

源
の
収
集
運
搬
に
つ
い
て
、
一
般
廃

棄
物
に
係
る
収
集
運
搬
業
の
許
可
が

不
要
と
な
り
ま
す
。 

 

【
参
考
】
登
録
再
生
利
用
事
業
者 

・ 

食
品
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
基
づ
く
都

内
の
登
録
再
生
利
用
事
業
者
は
次
の

と
お
り
で
す
。
リ
サ
イ
ク
ル
の
委
託

先
の
参
考
と
し
て
下
さ
い
。 

             

※
事
業
者
の
内
容
を
更
新
し
て
お
り
ま
す
。 

 

改
正
法
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
農
林

水
産
省
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

http://w
w

w.m
aff.go.jp/sogo_shok

uryo/kankyou.htm
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※
食
品
関
連
事
業
者 

 

食
品
製
造
、
加
工
、
卸
売
、
小
売

業
、
飲
食
店
業
、
沿
海
旅
客
海
運

業
、
内
陸
水
運
業
、
結
婚
式
場
業
、

旅
館
業 

再生利用等実施率＝  
 当年度の発生抑制実施量  
 ＋再生利用実施量  
 ＋熱回収の実施量×0.95 
 ＋減量実施量  
当年度の発生抑制の実施量＋発生量  
 
基準実施率＝  
 前年度の基準実施率＋前年度基準  
 実施率に応じた増加ポイント（Ａ） 

バ
イ
オ
エ

ナ
ジ
ー
㈱

㈱
山
正 

㈱
ア
ズ
マ

油
脂 

太
誠
産
業

㈱ ㈱
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３
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墨
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区
東
墨
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２
〜
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〜
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墨
田
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東
墨
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２
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１
７
〜
１
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江
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区
新
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１
０
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１
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大
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区
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所
在
地 
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タ 

ン
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油
脂 

化 油
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化 肥
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化 飼
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化 再
生

利
用 

方
法


